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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザー光源から発したパルスレーザー光を増幅して出力するレーザー装置であって、
　チャープされた前記パルスレーザー光をシグナル光とし、該シグナル光と共にポンプ光
が入射され、増幅された前記シグナル光と、前記シグナル光と逆方向にチャープされたア
イドラー光とを出力する光パラメトリック増幅器と、
　屈折率に分散特性をもつ光学材料で構成され、前記光パラメトリック増幅器に入射する
前の前記パルスレーザー光、及び前記アイドラー光をチャープさせるパルス伸張・圧縮器
と、
　を具備し、
　前記パルス伸張・圧縮器は、
　矩形体形状における矩形を構成する異なる長さの長辺と短辺のうちの一つの辺の両端に
位置する各頂点がそれぞれ前記長辺又は前記短辺と４５°の角度で面取り加工されること
によって形成された第１、第２の入出射面を具備し、
　前記第１の入出射面から垂直入射した前記パルスレーザー光を前記パルス伸張・圧縮器
の内面で４５°の入射角で全反射させ、チャープされた前記パルスレーザー光を前記第２
の入出射面から垂直出射させ、
　前記第２の入出射面から垂直入射した前記アイドラー光を前記パルス伸張・圧縮器の内
面で４５°の入射角で全反射させ、チャープされた前記アイドラー光を前記第１の入出射
面から垂直出射させ
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、前記長辺の長さをａ、前記短辺の長さをｂ、前記パルスレーザー光の強度が中心での値
の１／ｅ２となる大きさで定義されるビームサイズの半径をｒとして、
【数１】

が満たされたことを特徴とするレーザー装置。
【請求項２】
　前記パルス伸張・圧縮器において、前記矩形の長辺の長さの短辺の長さに対する比率は
３／２以下の範囲であることを特徴とする請求項１に記載のレーザー装置。
【請求項３】
　前記パルス伸張・圧縮器は、屈折率１．６以上のガラス材料で構成されたことを特徴と
する請求項１又は２に記載のレーザー装置。
【請求項４】
　前記光パラメトリック増幅器は、前記第２の入出射面と対向して前記パルス伸張・圧縮
器に固定されて設置されたことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に
記載のレーザー装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザー光源から発した超短パルスレーザーを増幅し、高強度の超短パルス
レーザーを出力するレーザー装置の構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーザー光は、計測や加工等、様々な分野で広く用いられているが、その中でも、短い
時間で高強度のレーザー光をパルス状に発振するパルスレーザーは、様々な分野で使用さ
れている。特にこうしたパルスレーザーの中でも、数十フェムト秒（ｆｓ：１ｆｓ＝１０
－１５ｓ）程度以下と極端に短いパルス幅（発振時間）内でそのパワーを集中的に発する
超短パルスレーザー光が近年得られるようになった。例えばレーザー加工においては、こ
うした超短パルスレーザー光を用いることにより、極端に短い時間内においてのみ局所的
に試料に強い熱的効果を与えるため、試料全体における温度の上昇を起こさずに精密な加
工ができる。従って、超短パルスレーザー光は、極めて有効である。
【０００３】
　高強度のパルスレーザー光を得るためには、レーザー光源が発振した超短パルスレーザ
ー光を、増幅媒質で構成されたレーザー増幅器中で増幅し、高強度とすることが必要にな
る。しかしながら、広く用いられている安価なＣＯ２レーザーやＹＡＧレーザー等とは異
なり、こうした超短パルスレーザーにおいては、上記のパルス幅内におけるレーザー光の
ピーク強度を極めて高くする必要がある。こうした場合、ピーク強度が高すぎて、レーザ
ー増幅器にこのパルスレーザー光を入射させても正常な増幅が行われない、あるいは増幅
媒質が損傷するという問題が発生する。このため、超短パルス幅で高いピーク強度をもつ
パルスレーザー光を得るためには特別な工夫が必要となり、例えば特許文献１に記載され
るＣＰＡ（Ｃｈｉｒｐｅｄ Ｐｕｌｓｅ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法という手法が用
いられている。ＣＰＡ法においては、入射したパルスレーザー光のパルスをチャープする
（光学材料の分散特性を利用してパルス幅を制御する）技術が用いられ、これによってレ
ーザー増幅器で適切な増幅が行えるようなピーク強度とされた後に増幅が行われる。
【０００４】
　図８は、ＣＰＡ法を用いてパルスレーザー光を増幅するレーザー装置の構成及び原理を
示す図である。ここで、図８上は、このレーザー装置の構成を示し、図８下の表は、図８
上に示された各構成要素を通過後（図中（１１）～（１４）で表示）のパルスレーザー光
のパルス波形（横軸：時間）を単純化して示す。ここで発振されるパルスレーザー光の波
長は、広がりをもつ。図８下の表の上段においては、このパルスレーザー光の出力エネル
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ギーを縦軸とし、下段においては、３種類の波長（λ）毎に見たこの出力を縦軸として示
している。従って、この表の上段における出力は、下段における波長毎の出力を波長につ
いて積分したものとなる。なお、この波長については、下側で短く、上側で長い３種類に
ついて模式的に示しているが、実際にはパルスレーザー光は連続的なスペクトルをもつ。
【０００５】
　このレーザー装置においては、まず、レーザー発振器９１が、図８に示される形状の増
幅前のパルスレーザー光（１１）を発振する。このパルスレーザー光を波長λ毎に見ても
、その発振波形は図８中の（１１）に示されるように、その上段の波形と下段の３種類の
波形はいずれも相似形である。すなわち、パルスの立ち上がり、立ち下がりタイミングは
同一である。
【０００６】
　このパルスレーザー光がパルス伸張器９２に入射する。パルス伸張器９２は、例えば屈
折率に正の分散特性を有する光学材料で構成され、短波長側では長波長側よりも大きな屈
折率を有する。従って、短波長側では光の伝搬速度が低下するため、パルス伸張器９２を
通過後の出力（１２）においては、短波長側でのパルスの到着は長波長側よりも遅れ、い
わゆる正にチャープされた状態となる（図８中の表（１２）下段）。従って、これを通過
後のパルスレーザー光の出力（図８中の表（１２）上段）のパルス幅は、通過前と比べて
広くなる。また、パルス伸張器９２中における吸収が無視できれば、単一のパルスで放射
される全エネルギーは変わらない。このため、このパルスレーザー光のピーク強度はこれ
に応じて低くなる。すなわち、このパルス伸張器９２を通過後には、パルスレーザー光の
パルス幅が長くなり、ピーク強度が低くなる。
【０００７】
　このパルスレーザー光は、増幅媒質で構成されたレーザー増幅器９３に入射し、ここで
増幅される。ここで入射するパルスレーザー光においては、レーザー発振器９１から発振
直後と比べてピーク強度が低下しているため、増幅媒質の損傷を発生させずに、適正に増
幅を行うことができる。従って、図８中の表（１３）に示されるように、レーザー増幅器
９３に入射前の波形を忠実に保ち、ピーク強度が増大したパルスレーザー光が得られる。
この増幅は波長によらずに一様に行われるため、増幅されたパルス形状は、波長に関する
積分値（上段）においても、波長毎の出力（下段）についても同様である。
【０００８】
　次に、増幅されたパルスレーザー光は、パルス圧縮器９４に入射する。パルス圧縮器９
４も屈折率に分散特性を有する光学材料で構成されるが、その特性はパルス伸張器９２と
逆、すなわち、長波長側で短波長側よりも大きな屈折率（負の分散特性）を有する。従っ
て、これを通過後には、長波長側でのパルスの到着は、短波長側よりも遅れ、入射光を、
前記と逆のいわゆる負にチャープされた状態とすることができる。従って、このパルス圧
縮器９４に正にチャープされたパルスレーザー光を通過させれば、パルス伸張器９２で発
生したパルス遅延を補償することができ、図８中の表（１４）下段に示されるように、各
波長毎のパルス発振タイミングを再び統一させることができる。この積分結果が図８中の
表（１４）上段に示す波形である。すなわち、パルス幅は再び短くなり、増幅前のパルス
レーザー光（１１）と等しくなっている。この際、各波長毎に増幅された出力（図８中の
表（１４）下段）は同一タイミングで出力されるため、そのピーク強度は高くなる。すな
わち、増幅前のパルスレーザー光（１１）と同じ超短パルス幅で高いピーク強度をもつパ
ルスレーザー光（１４）が出力される。
【０００９】
　従って、ＣＰＡ法を用いて、高強度の超短パルスレーザーを得ることができる。
【００１０】
　更に、特許文献２には、光パラメトリック増幅（ＯＰＣＰＡ：Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐａｒ
ａｍｅｔｒｉｃ Ｃｈｉｒｐｅｄ Ｐｕｌｓｅ Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法をパルス
レーザー光の増幅に用い、更に、この際に、図８におけるパルス伸張器９２とパルス圧縮
器９４として、同一の光学素子を用いることによって、装置の構成を大幅に単純化し、小
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型化が可能であることが記載されている。図９は、このレーザー装置の構成を示す図であ
る。ここで、前記のパルス伸張器９２とパルス圧縮器９４とを共通としたパルス伸張・圧
縮器９５が用いられる。また、レーザー増幅器として、特に光パラメトリック増幅を行う
光パラメトリック増幅器（ＯＰＡ：Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ Ａｍｐｌｉｆ
ｉｅｒ）９６が用いられる。
【００１１】
　ここでは、前記と同様に、レーザー発振器９１が増幅前のパルスレーザー光（１）を発
する。このパルスレーザー光（１）は、パルス伸張・圧縮器９５によって正にチャープさ
れ、ＯＰＡ９６に入射するシグナル光（２）となる。ＯＰＡ９６においては、ポンプ光が
入力され、これによって増幅されたシグナル光（３）と、光パラメトリック増幅の際に副
次的に生成されるアイドラー光（４）とが発せられる。ここでは、増幅されたシグナル光
（３）は使用されず、アイドラー光（４）が取り出され、アイドラー光（４）がパルス伸
張・圧縮器９５を通過して出力光（５）として取り出される。
【００１２】
　ここで、ＯＰＡ９６における増幅媒質としては、例えばＢＢＯ（β－ＢａＢ２Ｏ４）結
晶を用いることができる。ＯＰＣＰＡにおいては、入射光（２）と共にポンプ光を入射さ
せることによってポンプ光のエネルギーをシグナル光に移行させ、増幅されたシグナル光
と、一般的にはこれと異なる波長のアイドラー光とが発せられる。従って、ポンプ光がオ
ンとされている間だけこの増幅が行われる。
【００１３】
　前記の通り、パルス伸張器９２を正の分散特性とした場合には、パルス圧縮器９４とし
ては負の分散特性が必要となる。ここで、ＯＰＣＰＡにおけるシグナル光とアイドラー光
の位相は逆転するために、ある媒質でシグナル光（１）が正にチャープされる場合には、
アイドラー光（４）は逆に負にチャープされる。このため、特許文献２に記載の技術にお
いては、パルス伸張器とパルス圧縮器として同一の光学素子（パルス伸張・圧縮器９５）
を用い、レーザー光（１）をパルス伸張・圧縮器で正にチャープした後に、ＯＰＡ９６に
よって増幅し、この際に発せられたアイドラー光（４）を再びこのパルス伸張・圧縮器９
５に通している。これにより、アイドラー光（４）は負にチャープされるため圧縮され、
超短パルスレーザー光である出力光（５）となる。このため、パルス伸張器とパルス圧縮
器を個別に設ける必要がなく、装置全体を小型化することができる。また、ＯＰＣＰＡに
おいては、他の増幅法を用いる場合と比べて、使用する増幅媒質（ＯＰＡ９６）を小型化
することができる。この観点からも、このレーザー装置全体を小型化することができる。
更に、この構成では、レーザー装置の構成要素を減らすことができるために構成要素のア
ライメントが容易となり、アライメント精度を維持することも容易となるため、高性能を
安定して維持することも容易となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平８－４６２７６号公報
【特許文献２】特開２０１０－２８１８９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、パルス伸張・圧縮器中において充分なパルス伸張・圧縮を行うためには
、パルス伸張・圧縮器中における光路長を充分に大きくとる必要がある。この点について
は、パルス伸張器、パルス圧縮器を個別に設ける場合と同様である。このため、パルス伸
張・圧縮器としては、例えば大きさが数１０ｃｍ程度のガラスブロックが必要であった。
このため、ＯＰＡを小型化した場合でも、移動させることが容易となる程度の小型のレー
ザー装置をこのパルス伸張・圧縮器を用いて実現することは困難であり、更なる装置全体
の小型化が望まれた。
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【００１６】
　すなわち、チャープパルス増幅を用いて超短パルスレーザー光を発振するレーザー装置
の小型化は困難であった。
【００１７】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、上記問題点を解決する発明を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、上記課題を解決すべく、以下に掲げる構成とした。
　本発明のレーザー装置は、レーザー光源から発したパルスレーザー光を増幅して出力す
るレーザー装置であって、チャープされた前記パルスレーザー光をシグナル光とし、該シ
グナル光と共にポンプ光が入射され、増幅された前記シグナル光と、前記シグナル光と逆
方向にチャープされたアイドラー光とを出力する光パラメトリック増幅器と、屈折率に分
散特性をもつ光学材料で構成され、前記光パラメトリック増幅器に入射する前の前記パル
スレーザー光、及び前記アイドラー光をチャープさせるパルス伸張・圧縮器と、を具備し
、前記パルス伸張・圧縮器は、矩形体形状における矩形を構成する異なる長さの長辺と短
辺のうちの一つの辺の両端に位置する各頂点がそれぞれ前記長辺又は前記短辺と４５°の
角度で面取り加工されることによって形成された第１、第２の入出射面を具備し、前記第
１の入出射面から垂直入射した前記パルスレーザー光を前記パルス伸張・圧縮器の内面で
反射させ、チャープされた前記パルスレーザー光を前記第２の入出射面から垂直出射させ
、前記第２の入出射面から入射した前記アイドラー光を前記パルス伸張・圧縮器の内面で
４５°の入射角で反射させ、チャープされた前記アイドラー光を前記第１の入出射面から
出射させ、前記長辺の長さをａ、前記短辺の長さをｂ、前記パルスレーザー光の強度が中
心での値の１／ｅ２となる大きさで定義されるビームサイズの半径をｒとして、
【数３】

が満たされたことを特徴とする。
　本発明のレーザー装置は、前記パルス伸張・圧縮器において、前記矩形の長辺の長さの
短辺の長さに対する比率は３／２以下の範囲であることを特徴とする。
　本発明のレーザー装置において、前記パルス伸張・圧縮器は、屈折率１．６以上のガラ
ス材料で構成されたことを特徴とする。
　本発明のレーザー装置において、前記光パラメトリック増幅器は、前記第２の入出射面
と対向して前記パルス伸張・圧縮器に固定されて設置されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は以上のように構成されているので、チャープパルス増幅を用いて超短パルスレ
ーザー光を発振するレーザー装置を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態に係るレーザー装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るレーザー装置におけるＯＰＡ近傍の構成を拡大して示
す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るレーザー装置におけるパルス伸張・圧縮器の形状を示
す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係るレーザー装置におけるパルス伸張・圧縮器の変形例の
形状を示す図である。
【図５】実施例の構成を示す図である。
【図６】実施例におけるＯＰＡから出力されたシグナル光とアイドラー光のスペクトルを
測定した結果である。
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【図７】実施例における出力光の自己相関である。
【図８】ＣＰＡを用いたレーザー装置（第１の従来例）の構成を説明した図である。
【図９】ＣＰＡとパルス伸張・圧縮器を用いたレーザー装置（第２の従来例）の構成を説
明した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態に係るレーザー装置について説明する。図１は、このレーザ
ー装置１０の構成を示す図である。このレーザー装置１０においては、レーザー発振器１
１が発振した超短パルスレーザー光（１）を増幅して、高強度の超短パルスレーザー（出
力光）（５）を出力する。この際、以下に説明するレーザー増幅方法を用い、超短パルス
幅で高いピーク強度をもつパルスレーザー光を出力する。
【００２２】
　図１では、主にパルス伸張・圧縮器を中心とした構成について示されており、他の構成
要素は簡略化して示されている。この図は、図９（特許文献２の図１）に対応している。
このレーザー装置１０においても、レーザー光源１１から発せられたパルスレーザー光（
１）は、パルス伸張・圧縮器１２を通過することによって正にチャープされて伸張されて
出力された（２）後に、光パラメトリック増幅器（ＯＰＡ）１３で増幅される。ＯＰＡ１
３からは、増幅されたシグナル光（３）（図示せず）とアイドラー光（４）とが出力され
るが、ここではアイドラー光（４）のみが取り出され、このアイドラー光（４）が、再び
パルス伸張・圧縮器１２を通過することによって圧縮されて出力光（５）となる。
【００２３】
　このレーザー装置１０においても、特許文献２に記載の技術と同様に、パルス伸張器と
パルス圧縮器を個々に具備する代わりに、単一のパルス伸張・圧縮器１２を具備する。ま
た、増幅器として、ＯＰＡ１３が用いられており、その出力における、増幅されたシグナ
ル光（３）の代わりに、アイドラー光（４）が用いられる点についても同様である。ただ
し、パルス伸張・圧縮器１２の構成及びその使用の態様が特許文献２に記載の構成とは異
なる。
【００２４】
　このパルス伸張・圧縮器１２は略矩形体形状であり、屈折率が１．６以上の正の分散特
性をもつ透明なガラスで構成される。図１においては、その上面図が示されており、図示
されるように、矩形における長辺（図１における右辺）の両側の２つの頂部が、この長辺
に対して４５°の角度かつ紙面と垂直方向に面取り加工されている。この面取り加工され
た箇所が光の入射、出射のために用いられる。すなわち、このパルス伸張・圧縮器１２に
おいては、図１におけるこの面取り加工された上下の２箇所において、図１の紙面と垂直
に、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２が、それぞれ形成されている。
【００２５】
　パルスレーザー光（１）は、第１の入出射面１２１から、これと垂直に入射する。この
光は、図１におけるパルス伸張・圧縮器１２の左側面、下面、右側面、上面（図１におけ
るそれぞれ左辺、下辺、右辺、上辺）で入射角４５°で全反射を繰り返し、図示される光
路で合計２１回の反射を経て、第２の入出射面１２２から出射する。この間の光路長は、
矩形の辺の長さの１０倍以上とすることができる。この光路長内において、ガラスのもつ
正の分散特性によって、パルスレーザー光（１）を正にチャープし、そのパルス幅を実質
的に広げると共に、ピーク強度を低下させることができる。ガラスの屈折率を１．６以上
とすることによって、パルス伸張・圧縮器１２の周囲を大気又は真空とした場合には、こ
の界面における屈折率差を大きくすることができるため、全ての反射点において入射角４
５°で全反射（反射率＝１００％）を起こすことができる。このため、反射に際してのパ
ルスレーザー光の強度の損失は発生せず、ガラス中における吸収が無視できれば、単一の
パルスで放射される全エネルギーは変化しない。このため、パルスレーザー光は正にチャ
ープされた状態となり、パルスの時間幅が伸張され、単一のパルスで放射される全エネル
ギーが保存された状態で、そのピーク強度は低下する。すなわち、充分な長さの光路長を
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もって正にチャープされたパルスレーザー光（２）が第２の入出射面１２２から、第２入
出射面１２２と垂直に発せられる。
【００２６】
　チャープされたパルスレーザー光（２）は、図９の構成と同様に、ＯＰＡ１３に入射し
、ここで増幅されたシグナル光（３）とアイドラー光（４）とが出力される。なお、ここ
では、チャープされたパルスレーザー光（２）と共にポンプ光もＯＰＡ１３に入射するが
、その記載は省略されている。アイドラー光（４）は、第２の入出射面１２２に垂直に入
射し、前記のパルスレーザー光（１）と同じ光路を逆向きに通り、同じ光路長を経て第１
の入出射面１２１から垂直に発せられ、出力光（５）となる。この際、特許文献２に記載
の技術と同様に、アイドラー光（４）は、パルス伸張・圧縮器１２によって負にチャープ
されるため、パルスの時間幅が圧縮され、単一のパルスで放射される全エネルギーが保存
された状態で、パルス幅が短く、ピーク強度が高くなる。
【００２７】
　すなわち、このパルス伸張・圧縮器１２においては、パルスレーザー光（１）、アイド
ラー光（４）は、第１の入出射面１２１と第２の入出射面１２２の間においてパルス伸張
・圧縮器１２の内面で多重反射されることによって、チャープ（パルス伸張・圧縮）され
る。
【００２８】
　なお、図１においては、単純化のために、パルス伸張・圧縮器１２に入射したパルスレ
ーザー光（１）の光路と、パルス伸張・圧縮器１２に入射したアイドラー光（４）の光路
を重複させて記載しているが、実際には、これらの光路を、図１における紙面と垂直方向
における異なる位置に形成することができる。これによって、第２の入出射面１２２側に
おける正にチャープされたパルスレーザー光（２）とアイドラー光（４）が辿る光路長は
同一とするがその光路は重複させず、第１の入出射面１２１側におけるパルスレーザー光
（１）と出力光（５）をそれぞれ分離することも容易である。
【００２９】
　ここでは、パルス伸張・圧縮器１２の内面での多重反射を利用することにより、小さな
パルス伸張・圧縮器１２中における長い光路長を確保することができ、例えば図１におけ
る縦辺５０ｍｍ、横辺４５．８ｍｍとした場合に、各辺の１０倍以上の７７．２ｃｍの光
路長を実現することができる。特許文献２に記載の技術においては、光路長と等しい大き
さのパルス伸張・圧縮器が必要であるため、上記の構成によって、小型のガラス片で構成
されたパルス伸張・圧縮器１２を用いることができ、レーザー装置１０全体を小型化する
ことができる。
【００３０】
　この際、特許文献２に記載されるように、ＯＰＡ１３としては、例えば厚さ７ｍｍ程度
のＢＢＯ結晶を用いることができる。その大きさは、光のビーム径等に応じて定まるが、
一般的には、パルス伸張・圧縮器１２よりも小型とされる。このため、図２にその模式図
を示すように、パルス伸張・圧縮器１２の第２の入出射面１２２側に対向、近接させて設
けることが可能である。また、ＯＰＡ１３の背面（パルス伸張・圧縮器１２の反対側）か
らポンプ光を入射させる構成とすれば、ＯＰＡ１３を第２の入出射面１２２に特に近接さ
せて固定して設置することができる。実際には、ＯＰＡ１３で増幅を行うために、増幅す
べきシグナル光（正にチャープされたパルスレーザー光（２））と、ポンプ光の方向は略
同一とする必要がある。このため、図２の構成を実現するに際しては、例えば、ＯＰＡ１
３のポンプ光入射側にシグナル光の反射面を設ける、あるいはＯＰＡ１３のパルス伸張・
圧縮器１２側に反射コーティングを施しポンプ光を反射させる、等の構造を設ければよい
。この構成によれば、パルス伸張・圧縮器１２とＯＰＡ１３とを組み合わせた全体を略矩
形体形状として一体化することができる。これによって、レーザー装置１０を小型化する
ことが特に容易となる。また、レーザー装置１０全体を堅牢とすることができるため、こ
れを移動させて使用することが特に容易となる。
【００３１】
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　次に、パルス伸張・圧縮器１２の具体的構成について説明する。このパルス伸張・圧縮
器１２においては、略矩形体における矩形の一つの長辺の両側の頂部が面取り加工され、
前記の第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２とされる。ここで、この頂部側から
上記のように光を入射させる場合には、略矩形体の各辺が同じ長さとすると、入射した光
はこの頂部と対向する他の頂部に達するため、図１に示されるような多重反射を発生させ
ることは不可能である。このため、ここでは、この矩形における長辺と短辺の長さは異な
るものとされ、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を形成しない場合の矩形に
おける各辺は長辺（長さａ）と短辺（長さｂ、ｂ＜ａ）に区分される。また、光路を対称
としパルスレーザー光（２）とアイドラー光（４）の光路長を同一とするためには、図１
における光路中に形成されるマス目の各々は、同一サイズの正方形となる。これより、図
３に示されるように、各辺における反射点の間隔は、図３に示される通りとなる。このた
め、ｂ＝ａ－ｂ＋５×（２（ａ－ｂ））＝１１（ａ－ｂ）が成立し、これにより、ｂ＝１
１ａ／１２となった場合に、図３の構成が実現される。この場合、上辺（短辺）、下辺（
短辺）で５回、左辺（長辺）で６回、右辺（長辺）で５回（合計２１回）の反射をさせる
ことによって、長い光路長を確保することができる。
【００３２】
　ここで、ａ－ｂ（長辺と短辺の長さの差）を小さくすれば、図３における短辺、長辺に
おける反射点の間隔をより短くし反射点の数をより多くすることができ、光路長を更に長
くすることができる。しかしながら、この場合においては、第１の入出射面１２１、第２
の入出射面１２２が設けられた側の頂点近くの反射点を確保することが必要となるために
、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を小さくせざるを得ない。すなわち、反
射点の数を多くして光路長を長くとる場合には、第１の入出射面１２１、第２の入出射面
１２２は小さくする必要がある。
【００３３】
　一方、実際には、このパルス伸張・圧縮器１２を通過するパルスレーザー光は、光軸と
垂直方向に広がりをもつ。実際には、ビーム強度は中心から徐々に減少するため、中心か
らビーム強度が１／ｅ２となる点までの距離ｒを、この広がり（ビームサイズ）の半径と
することができる。第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２としては、このビーム
サイズの光を透過させる程度の大きさは必要である。
【００３４】
　反射点の数が多くなった場合には、図３に示されるように、第１の入出射面１２１、第
２の入出射面１２２が形成されなかった場合の頂点とこれに最も近接する反射点との中点
に、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を形成することができる。この場合に
は、図３に示されるように、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２の光軸に垂直
な長さＤ（入出射開口）は（１）式で表される。
【００３５】
【数１】

【００３６】
　前記の通り、Ｄはこれを通過する光のビームサイズよりも充分に大きいことが必要であ
る。このための一つの指針となるサイズを、前記のビーム半径ｒの４倍（直径の２倍）４
ｒとすることができる。前記のＤとこの大きさが等しいとすると、ａとｂの関係は、（２
）式となる。
【００３７】

【数２】

【００３８】
　すなわち、ｒ（ビームサイズ）が大きいほど、ｂとａの差は大きくすることが必要とな
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る。通常用いられる超短パルス光においては、例えばｒ＝１．４７ｍｍ程度となる。（２
）式によるｂと前記の１１ａ／１２を等しいとし、ａ＝５０ｍｍとした場合には、ｂ＝４
５．８３ｍｍとなる。すなわち、図３の構成を実現するためのａ、ｂはこの値となり、Ｄ
＝５．８８ｍｍとなる。
【００３９】
　このように、ａは僅かにｂよりも大きく設定される。例えば、ｒが上記の値に近い場合
において、特に好ましいａ／ｂの値としては、２５／２３程度以上となる。
【００４０】
　上記の例においては、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２は、一つの長辺の
両側に設けられた。しかしながら、これらを短辺の両側に設けることもできる。図４（ａ
）はａ／ｂ＝１１／１０の場合、図４（ｂ）はａ／ｂ＝３／２の場合において、短辺側に
これらを設けた例をそれぞれ示す。図４（ａ）においては、図３と同様に、パルスレーザ
ー光（２）とアイドラー光（４）を多重反射させることができる。また、図４（ｂ）の場
合には、反射回数（３回）は少なく光路長も比較的短いものの、長辺の長さａよりも長い
光路長を得ることができる。
【００４１】
　このように、上記のパルス伸張・圧縮器１２の形状としては、矩形体形状における一つ
の矩形の長辺と短辺の長さが等しくない場合（ａ≠ｂ）には、この長辺又は短辺の両側に
第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を設けたものを用いることができる。また
、ａ／ｂが大きい場合には、反射回数が少なくなり光路長を長くする効果は小さくなるも
のの、図４（ｂ）のようにａ／ｂ＝３／２の場合においても、ａよりも充分光路長を長く
することができる。あるいは、光路長がａよりも長くなることについては、反射回数が１
回であっても同様である。第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を長辺、短辺の
どちらの両側に形成するかは、レーザー装置１０全体の構成に応じて適宜設定することが
できる。例えば、レーザー発振器１１等を含めたレーザー装置１０全体が縦長であれば短
辺側に第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２を設け、これが横長であれば長辺側
にこれらを設けることによって、全体をよりコンパクトな形状にすることができる。また
、図２に示されるように、ＯＰＡ１３を組み合わせた形状を考慮してこの設定をすること
ができる。
【００４２】
　なお、上記の例において、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２と長辺（短辺
）との間の角度は４５°であり、これらの面に対して光が直入射する（これらの面と入射
光が垂直である）ものとした。しかしながら、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１
２２と長辺（短辺）との間の角度が厳密に４５°である必要はない。この場合においては
、これらの面に対する光を直入射とせずに、図１、３に示された光路を実現することがで
きる。
【００４３】
（実施例）
　実際に、図１の構成を具体化した図５の構成のレーザー装置を試作し、出力されたパル
スレーザー光の特性を調べた。ここでは、中心波長１０２０ｎｍ、パルス幅５０ｆｓ（Ｆ
ＷＨＭ）の超短パルスレーザー光（１）を発するレーザー光源１１が用いられた。また、
ここでは、このレーザー光（１）はビームスプリッタ２１で分割され、ポンプ光生成器２
２の種光ともされた。ポンプ光生成器２２においては低温冷却Ｙｂ：ＹＬＦレーザー光が
用いられ、パルス幅５．２ｐｓの出力光が取り出され、更にこの出力光の第二高調波（波
長５１０ｎｍ）が０．９ｍｍ程度の大きさ、０．７ｍＪの強度にコリメートされ、ポンプ
光として取り出された。このポンプ光は、ミラー２３で反射され、ＯＰＡ１３に入射した
。ＯＰＡ１３としては、厚さ７ｍｍのタイプＩ－ＢＢＯ結晶が用いられた。なお、図５は
実施例の構成を模式的に示しており、実際にはポンプ光はＯＰＡ１３におけるパルス伸張
・圧縮器１２側から入射させた。
【００４４】
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　パルス伸張・圧縮器１２としては、長辺５０ｍｍ、短辺４４ｍｍ、厚さ（高さ）１０ｍ
ｍのガラスブロック（屈折率１．７６、商品名Ｓ－ＴＩＨ１１（株式会社オハラ））が用
いられた。図１等の構成とは異なり、ここでは内部反射回数は計１３回とされ、対応する
光路長は４９１ｍｍとなった。この光路長によって、チャープされたパルスレーザー光（
２）のパルス幅は２．３ｐｓと算出される。
【００４５】
　図６は、この構成においてＯＰＡ１３から出力された増幅後のシグナル光（３）とアイ
ドラー光（４）のスペクトルである。ここで、増幅利得は３×１０４であり、増幅後のエ
ネルギーは６０μＪ程度であった。この結果より、増幅後のシグナル光（３）とアイドラ
ー光（４）の中心波長はほぼ同一であり、同等の強度をもつ。自己相関計測より求めたア
イドラー光（４）のパルス幅は、２ｐｓ程度であり、チャープの方向は増幅されたシグナ
ル光（３）と逆であった。このアイドラー光（４）がパルス伸張・圧縮器１２を通過した
後の出力光（５）の自己相関を算出した結果が図７である。この結果より算出された出力
光（５）のパルス幅は８６．５ｆｓであり、パルス圧縮がなされていることが確認できた
。この値は、算出されたフーリエ変換限界パルス幅である７５．４ｆｓよりも僅かに長い
。この差は、特許文献２の段落番号００４３に記載されたような、パルス圧縮時に補償さ
れない高次の分散の影響によるものと考えられる。
【００４６】
　また、パルス伸張・圧縮器１２における光の透過率は８２．４％であった。前記の通り
、パルス伸張・圧縮器１２内においては全反射が繰り返されるために反射による損失は無
視でき、実際にはこの損失は入出射窓（第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２）
で主に発生する。この点については、第１の入出射面１２１、第２の入出射面１２２に無
反射コーティングを施すことによって改善することが可能である。
【００４７】
　上記の例では、超短パルスレーザーを出力する、あるいは超短パルスレーザー光をＯＰ
ＣＰＡ法を用いて増幅する場合について記載した。しかしながら、本発明は、これに限定
されず、パルスレーザー光のパルス伸張・圧縮処理を行う全てのレーザー装置に対して適
用できることは明らかである。
【００４８】
　また、上記の例では、チャープされたシグナル光と、チャープされていないポンプ光と
をＯＰＡに入射させた場合について記載したが、この構成についても、同様の効果を奏す
る限りにおいて任意である。例えば、シグナル光をチャープせず、ポンプ光をチャープさ
せて、逆方向にチャープされたアイドラー光を得ることもできる。この場合においても、
ポンプ光のチャープ（パルス伸張）と、アイドラー光のパルス圧縮とを、単一の光学素子
を用いて行うことが可能である。このように、シグナル光とアイドラー光の位相が逆転す
るという性質を利用することにより、パルス伸張及び圧縮処理を行うレーザー装置の装置
構成を単純化することが可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１０ レーザー装置
１１、９１ レーザー発振器
１２、９５ パルス伸張・圧縮器
１３、９６ 光パラメトリック増幅器（ＯＰＡ）
２１　ピームスプリッタ
２２　ポンプ光発生器
２３　ミラー
９２　パルス伸張器
９３　レーザー増幅器
９４　パルス圧縮器
１２１　第１の入出射面



(11) JP 6341596 B2 2018.6.13

１２２　第２の入出射面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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